
 
 

鳥潟会館使用料等の改正 
 
 
 

【改正後】 令和６年４月１日より 

開館時間 9：00～17：00 （11～3 月は 9：00～16：00） 

暖房料は 1 台につき 1 時間１１０円 
 

 
 

※ ４月以降の使用分を、３月中に申請し使用料金を納付する場合は、 

下の表の使用料金となります。 
  

【改正前】 令和６年３月３１日まで 
 

使用場所＼使用時間 
自９時 

至１７時 

自１７時 

至２２時 

自９時 

至２２時 

大広間 ４４０円 ５５０円 ７７０円

階下和室（一室につき） １１０円 １６０円 ２２０円

離室 １１０円 １６０円 ２２０円

階上和室 １１０円 １６０円 ２２０円

茶室 １１０円 １６０円 ２２０円

 

 

 

 

 

 

区分 使用料（１時間につき） 

大広間 ５５０円

和室（大） ２２０円

和室（小）一室につき １１０円

離室 １１０円


